■  趣   旨  ■

　入間市では、市民の皆様に野菜や草花等の栽培や、土や緑など自然とのふれあいを通して　

　農業に対する理解を深めていただくために、市民農園を開設しています。

　この市民農園は収穫の喜びを味わうことはもとより、家族や市民相互のふれあいの場として御
　利用ください。
■  募 集 内 容  ■

◆ 募集する農園・区画数

(1) 東町市民農園　　　　９０区画（１区画約３０㎡）
(2) 藤宮市民農園    １１５区画（１区画約４０㎡）

◆ 貸付条件

(1) 市内在住の方
(2) １世帯につき、いずれかの農園の１区画

　※１世帯１通の申し込みとし、複数の申し込みをした場合は無効といたします。

◆ 貸付期間

２年間　（平成２４年 ４月 １日～平成２６年 ３月３１日）

· 利 用 料　
　１年間  ６，０００円

◆ 募集期間

平成２４年 １月６日（金）～ １月２７日（金）（当日消印有効）
◆ 申込方法

往復はがきに住所、氏名、電話番号、希望農園（東町・藤宮市民農園どちらか）、現在農園を
利用されている方は利用農園、区画を明記の上、市役所農政課へ郵送又は持参でお申し込
みください。郵送の場合は１月２７日（金）の当日消印有効、持参の場合は開庁時間内のみの
受付となり１月２７日（金）の午後５時までとします。

◆ 利用者（区画）の決定方法

希望農園ごとに抽選を行います。

(1) ハガキによる抽選を行い、当選順に利用区画を決定します。
　※現在東町及び藤宮市民農園をご利用の方が当選した場合、その区画を継続利用いただ
　　 けます。継続利用を希望されない方は、お申し込みの際ハガキに明記してください。
(2) 申込数が区画数を上回った場合は落選された方のキャンセル待ちの順番も抽選で決定
　　 します。
◆ 抽 選 会
　厳正なる抽選に基づき当選者を決定いたします。結果につきましては、２月中旬にお知らせ
いたします。結果通知到着後、辞退する場合は２月２９日(水)までにお知らせください。
◆ 利用料の納入
　利用が決定した方には、４月上旬に『利用料納入通知書』を送付いたします。利用料（１年ご　　

　と）は指定された期日（４月末）までに必ず納入してください。


◆ 抽選方法

　以下の流れにて各市民農園の区画を決定していきます。
1. 区画数分の当選者を決めます。
2. 当選者の中から継続利用者の確認をし、区画を決めます。

3. 継続利用者以外の方の区画をNo.1から順に割り振ります。

4. 最後にキャンセル待ちの順番を抽選順に決めます。

　　　　【区画決定の方法例】
　９０区画の中で継続利用者の区画が３、７、２２、３０・・・・区画の場合、一番
　最初の当選者の方が１区画、次の方が２区画、そして３区画が継続利用で
すので、順次４、５、６区画と続き、７区画が継続利用ですので、その次の方

は８区画と決まっていきます。

★★★   利 用 上 の 注 意   ★★★

１．利用上の制限

(1) 栽培作目の制限

　野菜、草花以外の栽培はできません。永年性作物、果樹類の栽培は禁止します。

　なお、やまいもの栽培も隣地農地にやまいものツルから種（ムカゴ）が落ちるため禁止しま
　す。

(2) 行為の禁止
① 建物及び工作物を設置すること
② 営利を目的として作物を栽培すること

③ 農地を第三者に転貸すること

２．維持管理について

(1) ゴミの処理

　ごみ箱等は園内にはありません。ゴミや収穫後の野菜くずは必ず持ち帰ってください。

(2) 除草はこまめにしてください。隣接区画の方に迷惑をかけるだけでなく、害虫発生の原因にもなります。なお、農薬等の使用は極力控えてください。

(3) 農園施設（堆肥置場、園路、駐車場、トイレ等共用の場所）の清掃・除草は、区画番号順で割り振らせていただきます（年１回１ヶ月間）。担当になる前の月の下旬に通知を送らせていただきますので、管理をお願いします。
３．農園を途中で利用できなくなった、あるいは利用契約解除の場合

(1) 農園を途中で利用できなくなった場合は農政課に連絡をお願いします。 

(2) 耕作区画の放棄などにより他の利用者に迷惑をかける場合は勧告を行い、是正されない時は、利用を解除させていただきます。

(3) 上記(1)、(2)の場合、利用料金は原則として返金することはできません。

(4) 上記(1)、(2)の場合により耕作を中止するときは除草するなど区画を元の状態に回復させた上で返却してください。

４．その他

(1) 農具、資材等は各自用意をしてください。農具収納庫はスペースが限られています。
　　必要最小限のものだけを置くようにし、できる限りお持ち帰りいただきますようお願いします。また、鍵の閉め忘れには十分注意してください。

(2) 火気の使用等は禁止です。他の利用者に迷惑のかかる行為は慎んで頂きますようお願いいたします。

(3) 東町市民農園に設置してあります水道は手洗い・飲料水としてご利用ください。野菜や農具の洗い場ではありません。
　　また、使いすぎには注意してください。水道料使用料が予算の範囲を超えた場合は止める場合があります。

(4) 堆肥置場に堆肥が設置してありますので御利用ください。なお、堆肥は農家の方のご好意で入れていただいているため、無いときもありますのでご了承ください。

　　（但し、西武市民農園は諸事情により堆肥は置いてありませんのでご了承ください）
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